
シリーズ第 5回  会のソフトを使い倒そう!   

 （Ｄ先生の場合） 初めて神奈川の患者があった。神奈川は申請書の出し方が違うと聞いている。 

  注意点などが知りたい。 

・事前に機関コードの登録が必要です。（手続きは事務局が行います） 

・施術所が神奈川県内にある場合と神奈川県外（東京都など）によって提出書類が異なります。 

   医療助成が提出できる場合とできない場合があります。 

・申請書作成にあたって、制限事項/注意事項があります。 

 

 （保険者の種類と施術の種類による区分） 

 

 

                     いいえ 

         はい 

 

 

 

 

 

                     

 

                     いいえ 

        はい    (神奈川県内)         (東京、千葉、埼玉など) 

 

 

 

 

 

   医療助成が横浜市/川崎市の場合         医療助成 

     本申請に医療助成を含める（1枚）       本申請と医療助成それぞれ 1枚 

   医療助成が横浜市/川崎以外の場合       ※ 横浜市のみ本申請に医療助成を 

     本申請と医療助成それぞれ 1枚         含めることができる 

                         ※ 川崎市は、医療助成を受け付けない 

                            （償還払い） 

  

 ※ 神奈川書式の申請書は、患者印を 2か所 押印する欄があるのでご注意ください。 

 

 

 

 保険者：国保、退職、後期？ 

 施術所が神奈川県内か？ 

保険者：政管/組合/共済 

 神奈川国保連個別対応は 

  必要ありません 

  通常の申請書書式 

提出物 

  申請書（神奈川書式） 

  受領書、総括表 

提出物 

 申請書（神奈川書式） 

 受領書、総括表 

 請求書（青）－ 一般と後期の 2種類あり 

    

事前に機関コードの登録が必要 

申請書は神奈川書式が必要 ソフト使用時、自動的に神奈川書式

になります 



 

               事務局から神奈川県国保連に施術者の登録手続きを行います。 

               機関コード（約 1か月）が附番されましたらお知らせします。 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 施術者が複数在籍して、「機関コード」が同じ場合でも、「施術者毎」に登録してください。 

 

 

 

 

    負担率は患者の負担割合を入力する 

  前老で負担割合が 1割の場合、 

  「給付割合の印刷を 8割にする」をレする 

   ※ 負担割合が 2割の場合   レは不要 

   ※ 前老の場合 前老レをつける 

  申請書上部の表示 給付割合   となる 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県コードを指定します 

 （神奈川県の場合は指定不要） 

東京 13、千葉 12、埼玉 11など 

機関コードの登録方法 

機関コードを入力する 

1 

２ 負担割合の指定方法 

 
8 

 

施術者登録画面 

〇はソフトで自動的に記入されます。 



(神奈川に施術所がある場合のみ) 

  

 神奈川の申請書は、下記点が異なります 

 (1) 往療の加算欄は 2行まで 

    申請書入力画面（下部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 横浜市、川崎市に医療助成を出す場合は申請書は 1枚になる。 

   ※ 川崎市への医療助成は、神奈川県内に施術所がない場合は提出できません。 

    ※ 横浜市、川崎市以外（相模原市、藤沢市など）はレをつけません。 

本申請と医療助成申請をそれぞれ 1枚ずつ作成します。 

 

 

                            

 

 

   受領証、請求書は 

  印刷できます 

 

 

    

  請求書の印刷       (後期)   (一般)              受領書の印刷 

 

 

 

 

 

 

 

                                    普通用紙を使用 

 

 請求書（青紙）は神奈川国保連から提供される用紙を使用 

 

 

 

 

 

                     ※ 請求書は、一般と後期高齢者用の 2種類あります 

3 申請書の作成 

 

加算 3行目/4行目の入力はできない 

 （入力するとエラーになる） 

4 添付書類の印刷 

 

請求年月を指定する。 


